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やまなし新規就農アシスト事業費
補助金交付決定通知書


年　月　日付けで申請のあったやまなし新規就農アシスト事業費補助金については、身延町やまなし新規就農アシスト事業費補助金交付要綱第9条の規定により、次のとおり交付することを決定しました。


1　補助金の額　　　金　　　　　　　　　円

2　補助金の交付対象となる事業及びその内容は、補助金交付申請書の記載のとおりとする。

3　補助金の交付条件
身延町やまなし新規就農アシスト事業費補助金交付要綱第10条の規定のとおりとする。

4　補助金の交付条件等に違反した場合の措置
(1)次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合がある。
ア　この告示に違反したとき。
イ　補助金を交付の目的に反して、又は不当に使用したと認めるとき。
ウ　補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
エ　その他町長が交付決定の取消し又は補助金の返還の必要があると認めるとき。
(2)補助金の交付決定を取り消した場合、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

5　補助事業が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されているか確認するため、補助事業の遂行状況について報告させることがある。

6　補助事業が完了した日（廃止の承認を受けた場合はその承認の日）から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付を決定した翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、補助事業の成果を記載したやまなし新規就農アシスト事業費補助金実績報告書に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。

7　補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間、整備保管しておかなければならない。ただし、対象となる農業用機械・施設等の財産処分制限期間が5年を超えるものについては、当該期間が経過するまで関係書類を保管しなければならない。





















